
フランスにおける教育の地方分権化に関する一考察

一社会学的アプローチをてがかりに-

山口誓子

しはじめに一問題の所在と研究課題一

教育の地方分権によって，これまでの「中央集権化された学校教育jを再編しようとする試みは，

近年，出内的にも，世界的にも，さまざまな形で進められてきている O ナ"1・県・地方公共団体もしく

は各学校レベルに責任・権限を委譲し，規制緩和することによって 地域の実情にあった学校「改善j

を進め， r多様'性Jを促進しようと志向するものである O

本研究が対象とするフランスにおいても， 1980年代から，一般行政を含め教育分野においても，地

方分権化が進められるようになり 1九時期的にも，政策的にも 上記のような動向と共通性をもって

いるといえる。しかしながら，フランスにおける教育の地方分権化は 歴史的にも長く議論の組上に

載せられてきたこと 2) また 後述することになるが学校教育機関内部における諸条件と関連する

だけでなく，教育政策のみではおさまりきれない分野，たとえば，職業，住宅，健康などの社会的諸

条件とも絡み合っており 3) 教育問題として表出するさまざまな事象を 単純に教育の地方分権化傾

向それ自体の[結果jとして把握し難いものとなっている O

そこで本研究では，フランスにおける諸々の教育の地方分権化政策の「意義jを評価したり， r課
題jを提示したりするということではなく まずは 「意義Jや「課題Jを捉えうる その判断基準と

なる視角の検討という作業に取りかかることにしたい。すなわち，教育の地方分権化が，歴史的・政

治的・社会的もしくは文化的文脈では どのように捉えうるのか ということの検討である O このよ

うな観点からの検討によって，これからの「あるべきJ方向性とされている，教育の地方分権化の構

造をより鮮明に浮かび上がらせることができると考えるからである O

上記の問題意識のもと 教育の地方分権化の構造を明らかにする研究の一環として，教育の地方分

権化を取り巻く 政治的・社会的文脈を，歴史的な流れを追いながら，主として，社会学的検討をて

がかりに考察する O

本研究の先行研究との位置づけは 次のようである O

日本においては フランスの教育の地方分権化政策に早くから着目し，総合的かつ精綴な分析を行

っている藤井氏の研究4)がある O 藤井氏は， r分権化推進の観点から学校自治の拡大が政策課題jとな

っている点， r教育課程の観点からJ，r各学校における教育課程開発・編成の進展をめざそうとするJ

点など， r共通する課題を抱えているjことから， Bイム比較の有効性を説いている九日本の現状を鑑

みれば，フランスで検討されている諸政策についての，日本での有効性も関われることになろうが，比

較の観点からの筆者自身の理解が大きく欠如していることもあり，本稿の対象は，フランスという条

件下での検討に終始する きわめて限定的な取り扱いで、ある O そして，対象および方法において，本

稿では，政策それ自体というよりは，政策に対する社会学的アプローチを中心に取り扱うこととする。

ヴ

tつ山



本研究の方法として，社会学的アプローチに着目するのは，フランスにおいては，教育の社会学的

アプ口ーチは興隆をきわめており，それらの研究に依拠した現状認識が，政策に反映されるというフ

ィードパックがなされていることからであるヘまた，教育の社会学的アプローチに関して，世界的

にも大きなインパクトを与えたブルデューとパス口ンの「再生産論jは いまなおその理論の有効性

を失つてはいないが，過度に「決定論的Jであるとの批判があった九そのような批判の上にたった，

「再生産論j以降の研究においては， r大状況」を把握することだけでなく，個々の特殊性や複雑性に

も目を向けた研究が進められてきているヘ

このような動向を踏まえながら，研究を進めることになるが，本稿においては，教育の地方分権化

を取り巻く，政治的・社会的文脈を明らかにするのが課題であるので，教育の地方分権化そのものを

対象にしたものに限らず，その他の周辺の社会政策に関するものも取り上げることにする O また，地

方分権化政策が実施に移される以前の研究にも，取り組む。なぜなら，先述したように，教育の地方

分権化政策に対ーする社会学的研究が，政策の方向性を決める現状認識の基盤となり，それが政策に反

映され，あらたな制度を構築していくときの判断基準となっているのであるが，その判断基準を相対

化するためには 地方分権化政策以前の研究および教育分野以外の周辺の研究が必要となってくるか

らである O これらの社会学的アプローチを素材として，教育の地方分権化をめぐる，明示されにくい

諸問題を可視的なものにするための視角を 政治的・社会的文脈にそくして 解明していこうという

試みである O

なお，本稿の構成は以下のとおりである。

第一に，フランスにおける教育の地方分権化をめぐる政治的・社会的文脈をおう o 1960年代に， ト

クヴイルの再考に始まった地方分権化論議は，経済危機などともあいまって，その後も論議が続けら

れ， 1980年代になって，教育分野も含め，総合的に地方分権化政策が実施に移されることになる O こ

こでは，社会学的アプローチの研究を手がかりに，公共政策全般における地方分権化をめぐる問題性

と比較しながら，教育の地方分権化をめぐる向題性について，検討をおこなう O

第二に，上記で提示された，フランスにおける教育の地方分権化をめぐる問題性をより明確化する

ために，地方分権化の様相を浮かび上がらせる際の具体的指標となる，教育活動に関する社会学的ア

プローチに着目する O これらの検討を通して，地方分権化の構造を探るための一視角を提示する O

2.教育の地方分権化をめぐる問題性

現代の地方分権化論議は， 1960年代のトクヴイル再考に端を発する O トクヴイルは， 1叩9世

に，過度の中央集権を批判し，地方分権化論を唱えていた9)が，その理論は， 1960年代に入札福祉

国家の疲弊を打破するための，知識人の理論的基盤として，再考が進められた。とりわけ，クロジェ

によってペ国家による中央集権 それに伴う官僚制の弊害が断罪され福祉国家によってもたらさ

れた，過度の個人主義，人々の非政治化を問題視した。そして，円士会を変えよう jとの標語のもと，

個人と社会の構成する独立した諸集団のなかに 責任の感覚をもたらそうとするものであった。その

ような考え方の到達点とも言える著作『政令 (decret) によっては 社会は変わらないlリの中でク

ロジ、ェは， r社会をかえようJとする際の障壁となる 3つの制度-教育制度，公的行政制度，エリート

の採用制度ーを挙げIペそれを改善するための戦略の重要な柱として 地方分権化の検討を行ったゆ。
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トクヴイルを再評価し，地方分権化を促進させようとする理論的背景のもと， 1968年の騒援を経て，

f地方(local)Jを再価値化する動きは加速しIぺ政治的・経済的文脈においても 地方分権化論が展

開されていつ t:.o 70年代に入札経済的危機にともなう緊縮財政政策のなかで，その後の国家の方向

性として，地方分権化と結びつけながら，イデオロギー的には，個人主義，新自由主義，反国家主義

などの台頭が見られた同。これらのイデオロギー的せめぎあいのなかで¥地方分権化にともなう問題

性として浮かび上がってきたのは，公共政策に対する国家の保護の縮小への疑問で、あった附。すなわ

ち，国家が地方に権限委譲することは，地方間格差が拡大する危険性をはらんでおり，危機に対して

の責任や社会的構造に関する責任を果たさなくなるのではないか ということである O

したがって，地方分権化を契機とした，国家の保護の縮小が字む問題性は 「社会的不平等jをめぐ

る問題に焦点化される 1九それは，政策以前から，既に存在している「社会的不平等Jをさらに拡大

させるのではないか，といっ側面と，従来とは異なる新たな「社会的不平等jを生み出してしまうの

ではないかという 2側面からの問題性である O

とりわけ，住宅問題について考えてみると，社会保障としての低所得者向けの住宅政策の取りあっ

かいに関して，国家の保護の縮小をめぐる問題がかかわってくる O ここでは 教育における地方分権

化の問題の構造をより明確化するためにも，まずは，その前提となる， I地域jの問題として，教育問

題とも深くかかわる住宅政策に触れておきたい。実際に地方分権化の進む1980年代から，社会的分離

(segregation sociale)の問題が「社会的不平等Jともかかわる大きな課題として顕在化してくるので

あるが，本稿では，地方分権化政策以前におこなわれていた住宅政策が，後の地方分権化実施以降の

社会的分離を生み出した素地をつくりあげたとするブ守ルデューの分析凶)を概略的であるが取り上げこ

とにする O その分析においては，顕在化する諸問題が，地方分権化によってもたらされたという論理

だけでは語りきれない面が存在することが示されているからである O

問題となる住宅政策は， 1970年代の経済危機，失業者の増大という問題の中で，その影響を直接的

により多く受けることになった最下層の人々を，社会保障として，低所得者向けの集合住宅に住まわ

せる，というものであった則。その際，国家は，住宅の賃貸や売買に関して援助を行いながら，不動

産市場を方向づけるためのコントロールを行っていた。その結果，援助の名の下に，空間の社会的配

分，とりわけ，低所得者層向けの集合住宅をある一定の空間に分離させることになり，社会的に異な

る階層間の社会的分離をもたらすことになった2九その結果として，分離された空間で，地方分権化

政策以時，とくに顕在化した問題，つまり，労働市場や学校に関しての「社会的不平等jとして初現

れてきたというのである O

この過程で，特に注目すべきは，もともと，この住宅政策は，地方分権化をめぐる論議の最中に新

自由主義を志向した，高級官僚を中心とする，政策実行者によるところが大きかったという点であ

る却。それは，地方分権化によって，地方問の格差が増大し， I社会的不平等jがさらに拡大してしま

う，という地方分権化に内在する問題性とは一線を画すものであり，根底には，表向きは「社会保障j

的意味合いをもった，国家の保護の縮小に目指された意図があった O プルデユーは，これをl1a

demission d'Etat 国家の責任放棄)Jとして非難し，国家が社会構造の方向性をも考慮に入れた上で，

社会保障の配分を行う f国家としての政策Jをやめ，単純に，最低限の生活を，不利な状況にある

人々に保障する生活手当てや住居を個別に支給する，という「政策」を行うよう転換してしまった，
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と指摘し，このことが，その後噴出してくる社会的分離とよばれる，都市問題や教育問題の元凶を作

り出したと分析している幼。

このような素地のもと，公共政策一般においても，地方分権化は，一方で，地域の特色に合わせた，

地域資源、の運用に際して，大きな自律性を与えることができるという点で推進されたものであった

がω，潜在的に各地域において存在する経済的・社会的・文化的資源の質的量的差異によって，より

豊かな地域と不利な状況にある地域の社会的不平等は，ますます加速され25) 都市部における社会的

分離状況は， 1980年代より， ff際祭立つてきている2川6ω)

j:)以Jぷjよ、上の検討討.を考慮に入れながら，教育の地方分権化における問題の検討に入っていくことにする O

教育の地方分権化における問題性は，これまでみてきた，一般的文脈における問題性，ーすなわち，

地方分権化によって，社会的不平等に関して それまであった既存の不平等をさらに拡大させるので

はないか，という仮説と，新たな不平等の形を生み出すのではないか，という仮説ーと，連続性を持

つものであろうか，それとも，完全に断絶するものであろうか。

フランスにおいては，教育に関する責任を中央から地方へ移行させるという「分権化J傾向に関す

る用語は，厳密な意味では，地方分激化(deconcentralisation) と地方分権化(decentralisation) に

区分される O 地方分散化(deconcentralisation) は， r従属的なヒエラルヒー構造は維持しつつ，行政

的権限を地方へ移行させるということJ，地方分権化(decentralisation)は， rある一定の自律性を享

有した，独立した決定機関を創造することJである2九このような区分ができるが，政策上は，双方

互いに対立したり，また一致をしたりしながら存在している面がある却，という O ここでは，地方分

散化(deconcentralisation) と，地方分権化 (decentralisation)，双方を含めて，フランスおける f地

方分権化j志向ととらえ，その観点から，教育政策を読み直しながら，教育の地方分権化における問

題性について探ってみることにする O

1975年のアピ改革によって，国家は「すべてのもののための平等jというスローガンのもと，制度

的には，コレージュにおいて複線構造を廃し，統一コレージュを創設した。国全体として，教育の標

準化(standarisation)が図られることになるが，不平等と戦うためには，差異を廃した，教育の標準

化という意味での「平等jという論理だけでは，功を奏しない，という認識が，改革案作成当初から

存在していた湖。すなわち，逆説的であるが，統一コレージュの実施は，よりよい「公正jを目指し，

教育の標準化という意味での「平等jを模索しつつ，運営面においては，各学校教育機関に一定の裁

量を認める政策をとっていた30)。

また，統一コレージ、ユによって， rすべてのもののための平等jをはかろうとしたわけであるが，学

校では出口の部分での，進路選択による選抜は強国に存在しており，そこにおける「不平等Jのメカ

ニズムは，各家庭におけるよりよい進路選択に向けた戦略や，学校内における最終進路決定の場であ

る，学級委員会による決定によるものベが大きな影響を持っていt.:..o したがって，国家政策として

「すべてのもののための平等jに向けて，全国一律の教育の標準化をめざしたとしても，それ自体がす

べてひと括りにできるような，結果としての教育の f画一化Jを生みだしたのではなかった，という

ことがいえよう O このように，教育の標準化の象徴とされる統一コレージュの実施の中においてでさ

えも，すでに「分権化Jおよび f多様化j傾向は内在していたのであり，地方分権化以前において，

必ずしも「中央集権的jな教育政策が貫徹していたとは言い切れない側面を持っていたと考えられる O
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さらに， 1982， 83年の一連の地方分権化法拍以前に，フランスにおける「積極的差別j政策として

1981年からZEP(教育優先地域)政策が実施され扮，不利な状況におかれている子どもへの特別な配

慮を進めていくことになったO そこでは，学校と地域におけるさまざまな組織(地方公共団体，アソ

シエーションなど)との密接な連携を図りながら，各学校教育機関の「計画 (projet)Jを作り上げ，

関係者の運用における自律性 (autonomie) をたかめていく，とし寸方向性がとられた判。その方向性

を体現したものが，次項で取り上げる「教育活動計画(leprojet d'action educative) Jであるが，こ

の方向性は，地方分権化法を経て， 1989年の教育基本法拍lこおいて，各学校教育機関に義務付けられ

た「学校教育計画(leprojet dモtablissement)Jにつながるものとなる 3ヘ
以上から，フランスにおける教育の地方分権化は，法的には， 1982年の地方分権化法以降において，

厳密な意味での「地方分権化Jによる権限配分がなされたのであるが， I分権化J的志向の素地は斬

次的に進められていた「地方分散化jの動きのもと，実際上は，地方分権化政策実施以前から教育分

野では， I分権化J的志向がとられていた，といえる3九

公共政策全般における地方分権化をめぐる問題性と比較しながら，教育の地方分権化をめぐる問題

性について考えてみると，前者とほぼ同様の問題性を有することが仮定される O 第一に，教育の地方

分権化を推進しようとする，政策側の基本的考え方38) 一地方分権化がより進展すればすれほど，関

係する諸偶人・学校・地方などのイニシアテイブや創造性が発揮されようになるーという方向性が既

存の不平等と戦うための調整弁 (regulateur) もしくは矯正(correcteur)のメカニズムとして働く，

という仮説である O すなわち，教育の地方分権化によって，政策実施以前よりも「社会的不平等jが

縮小するという可能性である O

第二には，各学校・地方の裁量が大きくなったことによって，多様化が進み，既存の学校間格差も

しくはそれにともなう f社会的不平等Jを拡大させてしまうものであるのか，という観点からとらえ

ることができ，教育においても一般的文脈と，ほほ同様の問題性を有することが予想される O

3.教育の地方分権化の構造についての一視角

それでは，上記で提示した，フランスにおける教育の地方分権化をめぐる問題性をより明確化し，

地方分権化の構造に関する一視角を得るために，具体的な社会学的アプローチを取り上げて検討を行

っていくことにする O 本稿では 教育の地方分権化政策の一環として進められた初期の政策である，

「教育活動計画(leprojet d'action“ucative :以下 PAEと表記)Jに対する社会学的アプローチに着目

していく O

PAEは，もともと1981年から ZEP(教育優先地域)政策の一環として，不平等を克服する手立て

として提出されたものであり その後全国的に行われるに至った政策である O そこでは， I教育の実質

的民主化犯)J と「教育環境が不十分な状況におかれている子どもの不平等を克服すること40)Jを目的

とする一方で， I教育活動の地方分権化のひとつのパースペクテイヴ」であり，何回々の状況に配慮す

るための各学校教育機関のより大きな自律性ωjを認め， I多様な個性の開花，および個々の社会的・

職業的技能の形成への進むべき道を見いだすための機会を与えるに適した教育ω」を提供すべきもの

であるとされていた。

以下，ここで取り上げるコンパズによる検討却は，地方分権化による学校教育機関{当対象は前期
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中等教育:コレージュ)の自律性を機会の平等の観点から分析を行ったものである O 対象は，事例研

究として，フランス西部のあるひとつの県における， 67のコレージュで実施された430の PAEの教育

計画を取り扱っている o 430の計画は 内容分析をより有効にするために州 大きく 2つの次元に分け'

られている O 第一は，生徒に提案されたテーマを12項目に分類したもの，第二には， PAEによって生

み出されたものの性質について 4区分したものである O

第一のテーマ項目には，芸術，過去の人関と社会について，自然現象，科学技術，経済，職業社会，

科学，外国文明，社会関係，学習方法，スポーツ，日常生活が設定され，第二の項目では，通常の授

業の延長線にある学校的生産，創造的・美的感性を磨くための芸術的生産，通常の授業とは直接関係

がない領域における知的生産，実用的な手作業を中心とした工作などの物的生産に分類している O

これらのテーマ分類を，各学校の生徒の出身社会階層構成に着目しながら分析をした結果，以下の

ような考察を行っている O まず 第一のテーマ分類の項目に関しては 不利な状況に置かれた生徒の

多い学校においては，現前の日常や具体的な事柄に近いテーマ，職業生活の現場に直結するテーマ，

そして社会関係に関する，学校内部および地域における人間関係の質を高めるためのテーマが多く選

ばれ，一方，恵まれた条件の生徒が多い学校では，外国文明や芸術のテーマが選ばれている O ただし，

通常の授業を補強するための学習方法を学ぶことに関するテーマは，どの階層においても多く設定さ

れており， PAEが通常授業の補強的役割を担っていることが見受けられたO 第二の項目の分析から

は，不利な状況に置かれた生徒の多い学校においては，芸術的観点を伴わない，物的生産にかかわる

もの，また通常の授業とは藍接かかわりのない知的生産が多いといえるが，その知的生産は，学業国

難に産面している生徒の基礎学習を担っているという性質ーのものであることが読み取れた。一方，恵

まれた条件の生徒の多い学校では，芸術的生産が突出している O いくつかの不利な生徒の多い学校に

おいて[正統文化 (culturelegitime) Jへのアクセスを強化している学校も見受けられるが，ごく一

部であり，全体的な傾向とはいえない結果であっ t.:.o

上記の結果から，各学校の生徒の出身社会階層構成に着目して，各学校の自律性を基礎にした PAE

を検討するなかで，浮かび、上がってきたものは，地方分権化にともなう，学校関格差の拡大というこ

とであった。コンパズによれば，ある一定の自由裁量に任された PAEについて， r正統文化jの観点

からいえば，比較的恵まれた条件の家庭出身の生徒が多い学校では，地域的にも恵まれており，その

物質的・人的および知的資源、を活用して，通常の学習をさらに応用・発展させ，文化的にも「特権的J

な活動をより多く行うことが可能となっているのに対し，不利な状況に置カ亙れた生徒の多い学校では，

PAEが，生徒の社会化や学校への統合を容易にするための活動で占められており，他の通常の授業の

補強的役割に位置づけられているのみである，という意味で，格差拡大を助長していると結論づけて

いる O ただし，この傾向によって，すべての事例をひと括りにできない側面をも指摘している O すな

わち，不利な状況におかれたいくつかの学校のなかには，芸術活動などにおいて，恵、まれた条件の学

校と同等の活動を展開している例も見受けられる，ということである O それは，冒頭の社会学的アプ

ローチの動向において述べたように， r決定論的jな分析のみではおさまりきれない部分が確かに存在

していることを，実証的に示した研究として位置づけられうるだろう O

これらのコンパズの指摘は，的を射たものであり，地方分権化と各学校の自律性，そして機会の平

等という三者の関係を明示するための研究として示唆に富む視角を提示している O ただ，そこからさ

-32-



らに付け加えるならば，以下の観点からの考察が可能であると思われる O 地方分権化が，各学校の特

色に合わせた取り組みを進めるという意味においては，不利な状況にある学校で，生徒の学校への統

合を巨指した，通常の授業の補強的役割として，自由裁量時間を位置づけることは，必要性からいえ

ば危急の課題であるために， i正統文化jの観点からのみをもって，格差づけをし， i社会的不平等J

であると結論づけることはできない。とはいえ， PAEが， i多様な個性の開花 および個々の社会

的・職業的技能の形成への進むべき道を見いだすための機会を与えるに適した教育Jを提供するとい

う観点からみれば，教育の問題にとどまらず，職業の問題，さらには余暇などを含めた生き方全般を

含めた次元でとらえなければならず叫，すでに家庭的・地域的環境で不利な状況にある生徒たちは，

学校の中においてでも，多種多様な「文化的jもしくは[知的J活動へのアクセスの機会を阻まれて

いることにも注意しなければならない。これらが，上記で取り上げた研究を基にしていえる， i多様

性Jが生み出す，あらたな「社会的不平等jの様相であると考えられ，このような研究による， i多様

性jの名のもとに覆い隠されてしまう矛盾や問題性の分析は，地方分権化の構造を解明するための一

視角であるといえよう O

4. おわりに 一本研究のまとめと課題一

本研究では，フランスにおける教育の地方分権化の構造を明らかにする研究の一環として，社会学

的アプローチを手がかりにして，現代の教育の地方分権化が，政治的・社会的文脈ではどのように捉

えうるのか，検討を試みた O

フランスにおける教育の地方分権化は， 1980年代に入ってから，本格的な展開を見せるが，その理

論的基盤は1960年代に，そして， 1970年代にも， i地方分散化jの動きのなかで， i分権化j的志向は

漸次的に進められていた。教育の「分権化J的志向のなかで問われてきたものは， i社会的不平等」を

克服することであり，社会学的アプローチにおいても，地方分権化によって， i社会的不平等jを縮小

することになるのか，それとも既存の「社会的不平等Jを維持し，拡大させてしまうものであろうか，

さらに，新しいかたちの「社会的不平等」を生み出してしまうものであろうか，ということが研究の

焦点となっている O 本稿では，具体的に，教育の地方分権化政策の一環として進められた「教育活動

計画PAEJに関する研究をとりあげ「社会的不平等jの観点からの一視角を抽出した。その結果，各

学校の特色もしくは必要にあわせた多様な活動は展開されているものの， i正統文化jの観点からみ

た， PAEにおいての「知jの階層的構造が，恵まれた階層の多い生徒で構成されている学校仁社会

的に不利な状況にある生徒で構成されている学校の関で大きな「格差jとして存在しており，それは

既存の「社会的不平等J格差の拡大として捉えることができる O また， i正統文化jという観点からの

「社会的不平等jの拡大の問題のみならず，筆者としては，次のような「多様性jに内在する問題性に

対する視角も見落とせないことを指摘した。すなわち，各学校の特色もしくは必要にあわせた「多様

性Jを目的とした PAEという政策が，社会的に不利な状況にある生徒の多い学校では，他の規定の

授業の「補習J的要素として機能していることが多く，ある意味では，当該学校の必要や特色にあわ

せた「多様性jの趣旨に沿っているといえるが，その「多様性jは，規定された通常の授業で行われ

ている範鹿内にとどまっており，より恵まれた状況にある生徒の多い学校で提供されるさまざまな教

育活動にみられる「独自性jをもった「多様性jとは，決定的な差異が認められるということであっ
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今後の研究課題は次のようである O

第一に，本稿では深くとりあっかうことができなかった，教育の地方分権化議論の史的検討である O

政策として実施される以前から，教育の地方分権化をめぐる議論は，実現されなかったにしろ，綿々

と受け継がれてきた「古典的j議論として存在しており，その議論が現代の理論的基盤となっている O

現代の教育の地方分権化の位置づけを明確化するために 現代の理論的基盤の源泉となる考え方を捉

えなおす作業を行っていくことである O

第二に，教育の地方分権化をめぐる諸状況を，他の関連諸政策-職業・住宅・健康・文化などーを

考慮にいれながら，捉えていくということである O 本稿では，住宅政策との関連で，社会構造に配慮

を伴わない対-処療法的措置がもたらしたその後の大きな影響を一部とりあげたが，地方分権化という

流れのなかで，将来の大きな方向性なき「政策jがもっ危険性を多角的な視点から分析していくこと

である O

第三に，研究方法に関して，本稿では，社会学的アプローチを手がかりに，政治的・社会的文脈を

明らかにするための，いくつかの視角は抽出できたものの，それは 多数の社会学的アプローチのほ

んの一部に触れたに過ぎない。したがって，取り上げた社会学的アプローチを相対化するまでにいた

らず，その社会学的アプローチそのものに内在する問題性を検討することはできなかった。また，政

策に採用される現状認識の道具としての社会学的アプローチを相対化するという点に関しでも，手つ

かずの作業として残っている O 有効な制度を構築していくためには，的確な現状認識を必要とするこ

とからも，本稿の研究を出発点として，さらに深めていきたい。

注

1 )フランスの教育行政の地方分権化については，以下の文献に詳しく記されている O 小橋佐知子(1987)

「フランスの教育行政の地方分権化改革と学校自治Jr人間文化研究年報1お茶の水女子大学人間文化研

究科第10号， 17頁--32頁，および小橋佐知子(1986)rフランスのく新権限配分法〉下における教育行政

の分権化志向Jr日本教育行政学会年報j第12号， 220頁--236頁。

2 )フランス革命期の教育行政構想、においても， r中央集権制か地方分権制かJという問題は存在していた。

詳しくは，小野田正利(1990)rフランス革命期の中央教育行政構想における政治と教育の関係-独立制，

自治制と民主寄り-Jrフランス教育学会紀要』第 2号， 97頁--116頁。

また， 19世紀の終わりから20世紀の初頭にかけての教育に関する記述において，現在の地方分権化の

流れにつながる文言が， 1899年に行われた下院における教育を取り扱う委員会の調査結果およびその議

論 (A.RIBOT (1899)， Enquete sur l'enseignement secondaiYlι. troces-verbaux des dφositions， Imprimerie de la 

Chambre des Deputes) に見受けられる O この調査は，現場の校長や教育行政官にたいして行われたも

のであったが，中等教育の改革を見据えて，当時のリセの「実態」を把握することが目的であった。調

査結果では，校長などからは，当時の「学校教育の危機」は，学校教育機関の組織の中に，その機能不

全の原因があるとし，組織を改善することで問題を解決しようとする意見が見られ，また，学校教育が

「異なる地域の必要，有用性そして慣習に適合するjために，規則を緩和するよう求めている発言もあっ

た(Ibid.，tome IV， p. 56) 0 当時の総視学や元教育大臣も，原則としては学校教育の組織・教育内容とい
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った「画一性Jは保持することを主張しつつも， rリセやコレージュにある程度の自律性 (uncertain 

degre d'autonomie) なしには，問題解決をなすことは難しい(Ibid.，tome II， p. 669) Jとの見解を残して

いる o r画一化すること (monopoliser)Jという大きな原則は保持したままであるが， r自律性

(autonomie) Jの必要性に，現場の教師のみならず，政策慨も自覚的であったことは， 20世紀初頭にお

いて，教育の文脈の中にも， r分権化jの端緒が現れているとみることもできょう(].GAUTHERIN 

(1993)“La lattitude des lycees. Autonomie et decentralisation dans l'enquete parlementaire de 1899 "， in 

A. Henriot -Van Zanten， E. Plaisance， R. Sirota (eds)， Les tranミformationsdu systeme educatij Acteurs et 

ρoliti似es.リ Harmattan，pp283-295参照)。

3 )最近，社会的諸条件を考慮しながら，フランスにおける学校の「危機J状況を探った具体的事例を取

り上げた研究が，日本において翻訳紹介されている O 事例研究を通して，フランスの教育社会学研究の

批判的検討も行っている(フランク・プポ/今野晃訳「ストライキの中の教師たち-教員の異議申し立

てに関する社会的諸条件-J(特集ニ教育の現在) r現代思想j2002年 5月， 152頁 ~164頁) 0 

4 )脚注 1，および藤井佐知子 (2002) r中等教育における選別のメカニズムに関する日仏比較研究j，平

成II~13年度文部省科学研究費補助金(基礎研究(CX2)，最終報告書)。

5 )藤井佐知子 (1999) rフランスの教育課程改革にみる分権化と規制緩和Jrフランス教育学会紀要j第

11号， 50頁(藤井 (2002)所収)。

6 )たとえば，コレージュ改革論議についての r2000年代のコレージュ』という報告書は，コレージュの

方向性を定めるものであったが，その報告書の検討内容の中心的枠組みを作成したのは，教育社会学者

であるデユベであった(詳しくは，藤井佐知子「フランス教育政策における多様性原理の再構成ーコレ

ージュ改革論議を素材として-J藤井 (2002)所収)。また，学校評価制度導入の背景として， r従来考

えられてきたような地域的社会的条件のみにあるのではなく J，r教脊成果向上の決定図が学校に存在し

ていた (81頁)J という学校評価の社会学研究からの示唆があったという(藤井佐知子「学校評価制度導

入の背景とその特質j藤井 (2002)所収)。

7) V. TROGER (2002)，“Bourdieu et l' ecole : la democratisation desenchantee"， Sciences Humαines， Numero 

special (L'oeuvre de Pierre Bourdieu)， pp16-23 

8) Ibid.， p. 22，フソレデューとパスロンの f決定論的J分析への批判的検討として代表的なものは，個人の

合理的決定という観点から検討したブードンの研究があった(R.BOUDON (1973)， L'inegalite des chances， 

Armand Colin) 0 このような個人の特殊性への視角によって，または組織内部の特性を中心に，相対的に

「決定論的j理論を弱める(しかし 反証とまでにはなりえない)研究が増えている O

9) 19世紀初頭から中ごろにかけて 当時の地方分権化をめぐる議論は，リベラリズムを志向する貴族政

治主義者 (aristocrate)たち，とりわけ，歴史家のボラント (P.de Borante)，ーギゾー (Guizot) ととも

に王政復古期の正理論派 (doctrinaire)であった P.ロワイエーコラール (Royer-Collard)，そしてトク

ヴイルによって唱えられた。彼らは，平等の名のもとに，国家がその中央集権的な権力を増大させてい

くことに危慌を持ち 国家権力の制限の問題について検討した。

ボラi/トは，公的秩序の安定という面では，それ自体は「進歩jであるから，国家権力と市民が産結

した関係であるということは否定しない。しかし，中央集権化は，それまで地方における諸事を行って

いた，元貴族や有力者たちといった中間団体 (descorps intermediaires)の力を弱めてしまい，地方の

「

O，
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利益や原則に対して距離をもっ留の行政機関が地方の問題を取り扱うことは望ましいことではないと批

判した。また，ロワイエーコラールも，同様の考え方を展開し，専市u政治を警戒した。

トクヴイルの理論は fアメリカの民主政治J(1835)および rl日体制と大革命J(1856)によって展開

されるが，地方分権化に関する趣意は，アメリカとの比較によって，フランスにおいても地方分権化を

進めるべきだという短絡論ではなく 現前の体制の不安定さを鑑み 国家の安定をめざすということに

限れば，中央集権的な政治も必要で、あるという認識から始まっている O ただし，中央集権化は，市民の

創出するエネルギーを失わせてしまう方向にはたらくおそれがあり， r自由jな政治の弊害になる，と

告していたO

これらのリベラリズムを志向する貴族政治主義者たちの主張に対して，大半の共和主義者(、Republicains)

とボナパルテイスト (bonaparistes)の批判は，原則的に近代化と市民の解放という 2点にあった。それ

は，国家による関接的な権力よりも抑在的である，地方の階級構造をとりまく問題に直面しているなか，

国家によって近代化や市民の解放を推進しようとするものであるという考え方であった。これが，当時

の政策の中心軸となり 地方分権化は実現されなかった。

なお， 19世紀の地方分権化をめぐる議論については 以下の文献を参考にした。

J. KRULIC (1989)“La decentralisation， histoire d'une idee"， Projet n
O 

216， pp77-86 ; R. PELLOUX (1974 

reed ; 1952) Liberalisme， traditionalisme et decentralisation， HachetteおよびP.ROSANVALLON (1990) P. 

ROSANVALLON (1990) L'Etat en F1〆ancede 1789 a nos jours， Seuil 

10) M. CROZIER (1963) La ρhenomene bureaucratique， Seuilおよび M.CROZIER (1970) La societe bloquee， 

Seuilなお， トクヴイル再考にかかわった者としては 他にアロン (R.ARON) やデュモン (L.

DUMONT) などがあげられるが ここでは 教育問題に関して直接論じたクロジェに眠って取り上げ

た。

ll) M. CROZIER (1979)ω'l ne change pas la societe par decret， Grasset 

12) Ibid.， pp67 -72 

13) Ibid.， pplll-136 

14) E. PRETECEILLE (1985)“Crise hegemonique et restructuration de l'Etat. La gauche et la 

decentralisation en France"， Revue internationale d'action communautaire， vo1.13， n
O 

53， p53 

15)伺人主義を分析したものとして， G. LIPOVETSKY (1993 reed ; 1983) L'ere du vide. Essai sur 
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